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日
本
漁
養
に
お
い
て
零
細
讓
の
.窮
乏
化
•
分
解
が
：「

沿
岸
漁
業
問
題」

：と 

し
で
表
面
化
ル
た
の
は
大
JH
ま
期
か
ら
で
、
#
に
吧
㈣
恐
慌
期
に
お
い
て
で
あ

る
。
こ

の

発

生

の

：根
拠
は
資
本
制
漁
業
の
発
展
に
ほ
か
な 

ら
ぬ
に
せ
.ょ
、
.
こ
れ
を
#
合

.
遠
洋
漁
業
の
発
展
に
の
み
求
め
、
こ
の
^
^
の 

結

果「

漁
鳆
量
が
沖
合
亂
業
に
ょ
っ
亡
左
右
さ
れ
し
た
が
ハ
っ
て
魚
価
も
そ
の
ょ 

ぅ
に
さ
れ
る
.の
で
、
そ
れ
か
ら
来
る
不
利
。
さ
ら
に
資
本
制
漁
業
の
沖
合
：で
の 

活
躍
が
磯
漁
獲
を
減
少
さ
せ
て
ゆ
く
こ
.と
に
ょ
る
積
極
的
不
%
ふ
が
生
じ
て 

「

沿
岸
漁
業
問
題」

を
惹
起
す
る
と
い
ぅ
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
，即
ぢ
こ
.の 

見
解
は
.

「

沖
合
.
遠
洋
漁
業
の
自
由
な
発
展
は
、
結
局
沿
岸
漁
業
権
の
価
値
を 

低
下
せ
し
：め
、
主
と
し
て
漁
業
権
漁
場
に
基
礎
を
置
く
網1

.
R
V

舟1
R

の
地
位
を 

低
下
さ
せ
、終
局
的
に
は
漁
村
.の
半
封
建
的
な
秩
序
を
崩
壊
せ
し
め
る
に
至
2? 

と
•い
七
れ
る
こ
と
に
見
e>
-れ
る
如
く
、「

半
封
建
的
漁
業」

の
.
.：崩

壊

を

：
外

部

要
 

因
に
の
み
求
め
る
理
解
の
基
底
を
な
し
て
お
り

、

こ
れ
よ
り「

漁
業
許
可
^

度」
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を
遠
洋
•
沖
合
漁
業
の
自
由
な
発
展
を
漁
村
の
半
封
建
的
機
i

持
の
為
に
制 

限
す
る
手
段
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
と
な
る
。
伸
合
*
遠
洋
漁
業
の
発
展——

 

そ
の
基
礎
は
沖
合
..遠
洋
漁
場
は
独
占
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。_

_

» 

「

半
封
建
的
沿
岸
漁
業J

の
^

_

_は
、大
正
申
_
か

ら

の

小

型

_

カ

畠

趴

の

急
 

速
的
増
加
の
事
実
を
そ
の
理
論
の
中
に
包
括
し
難
い
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
け 

だ
し
、
こ
の
迪
論
は
沖
合
.
遠
洋
|

は
資
本
制
、
沿
岸
漁
業
は
封
建
制
と
い 

う
規
定
を
出
発
点
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
於
,0
こ
れ
に
対
しr

む
し
ろ
沿
岸
漁 

業
権
漁
業
に
あ
っ
て
'%
-
、
，
商

品

生

庳

の

発

昆

」

:「

漁

業

そ.れ

_

体

の

急

速

な

資
 

本
主
義
化
か
ら
無
縁
.な
も
の
：.で
は
あ
り
得
ず
、，明
治〜

大
正〜

昭
和
の
戦
時
ま 

で
に
か
け
て
、
大
部
分
の
沿
岸
漁
業
は
そ
の
内
容
を
変
賢
さ
せ
て
来
て
い
たと
 

.見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

.

.と
い
う
疑
問
は
提
此
さ
れ
て
，.お
り
、
ま
た
小 

■

型
漁
船
の
動
力
化
と
小
漁
民
層
の
内
部
的
分
化
傾
向
の
翦
実
も
指
摘
さ
れ
て
い

.

「

沿
岸
漁
業
問
題

」
が
沖
合
，
，
遠

洋

漁

業

の

霞

に

ょ

る

「

半
封
建
的
沿
岸
漁 

業」

の
危
機
で
ぁ
る
と
现
解
す
る
か
、
沖
合
.
遠
洋
漁
業
の
資
本
主
義
的
発
展

を
主
導
と
す
る
に
せ
よ
、
沿
岸
ま
で
含
め
て
の
資
本
制
漁
業
の
発
展
‘の
結
果
と 

し
て
の
太
経
営
に
よ
る
小
経
営
の
駆
逐
、
漁
家
の
経
営
条
件
の
恶
化
で
あ
る
と 

理
解
す
る
か
は「

漁
業
制
度
の
改
革」

を
評
価
す
る
上
に
洗
定
的
差
異
を
生
み 

出
す
。
郎
ち
前
者
で
.は

「

漁
業
制
度
の
改
革」

は
漁
業
に
お
け
る
半
封
建
制
を 

廃
棄
し
た
か
.否
か
に
問
題
は
集
中
さ
れ
、
後
者
に
あ
つ
て
は
小
経
営
の
..駆
逐
を 

よ
り
急
速
に
す
る
条
件
を
設
定
し
た
か
否
,̂
に
焦
点
，は
合
わ
さ
れ
る
。：
本
稿
に 

お
.い
て
は
.
.

「

漁

議

度

の

'改
革
の
評
価」

と
そ
の
後
の
漁
家
の
分
解
傾
向
分
析 

の
起
点
と
し
て
昭
和
恐
慌
期
に
お
け
る
：「

沿
岸
漁
業
問
題j

が
何
に
よ
つ
て
も
_
 

た
ら
さ
れ
た
か
、
こ
れ
に
照
防
し
て
い
か
な
る
政
策
が
い
か
に
打
ち
出
さ
れ
た 

かを到降の産界

」
(

大
日
本
ホ
畠
会
発
0

〃「

帝
水」

ハ
帝
国
水
産
会
発 

行)

の
両
誌
に
主
に
依
拠
し
て
資
料
的
整
備
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

C
1

)

石
渡
貞
雄
.，
挝
上
保
男「

II
業
の
再
座
辑
櫛
造
I

資
本
制
協
業
的 

漁
業
の
概
念
規
定
と
そ
の
再
生
産
上
.で
の
二
、
三
の
問
題
点
I

」

四
七 

頁
。

'.

(

2)

秋
山
博
--
*
'

「

漁
業
拖
の
地
代
論
的
規
定
に
関
す
る
試
論
；

H
J

 

(「

漁
業 

経
済
研
究J

第
五
巻
'第
三
.
.四
合
併
号
六
四
頁)

：

..

(

3)

日
本
漁
業
に
ぉ
け
る
封
建
制
に
就
い
て
は
湖
稿「

漁
業
に
お
け
る
封 

建
制
の
一
考
察」

( 「

漁
業
経
済
研
：究」

.
第

四

，
卷

三..
:四
合
侁
号)

を
参
照

.せ
ら
れ
た
い
.0

(

4)

秋
谷
童
男「

漁
業
に
ぉ
け
る
俞
資
本
主
義
的
ゥ
ク
ラ
ー
ド
を
め
ぐ
つ

て
.の
ノ
ー
トJ 

(「

漁
業
経
済
研
究」

.第
五
#
三
.
•四
合
併
号
一
七
頁)

« 

.

大
正
末
期
よ
り
昭
和
恐
慌
期
ま
で
の
沿
岸
ft
"
業

政

策

V

(

5)

清
水
弘•

小
沼
雩「

日
本
漁
業
経
済
発
逹
史
序
説j 
.第
二
部
第
一
章 

及
び
'

近
藤
康
男
編
.「

日
本
漁
業
の
経
済
構
造」
序
章
第
二
節
参
照
。

.

へ 

ニ
'

.

■ 

■ 

. 

. 

.

.

.
 

- 
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:

大
正
末
年
^

^
俯
'和1

〇
年
.に
：か
け
て
魚
価
は
贏
的
と
い
わ
れ
ぅ
る
ほ
ど 

の
，
下

降

線

を

：
え

が

，

.い
て
.お
り
、
大
，正 

ー
ニ
年
平
均
魚
価
四
.三

，
五
銭
を 

一
0

0 

と
す
る
と
昭
和
一
〇
年
の
平
均
魚
価
は
ニ
六
.
〇
銭
で
四
五
％
の
下
落
を
沄
し

で
い
?)
1
。
：.こ
の
下
落
は
漁
業
生
産
と
魚
介
類
消
費
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
及
び
⑽
^
豸

..
‘
. 

... 

.

.

. 

-

門
内
部
に
お
け
る
生
産
カ
の
発
展
の
結
果
で
あ
る
ど
い
え
る
。
漁
業
部
門
の
生 

産
力
翁
展
の
主
要
指
標
と
し
て
屯
^ -
別
漁
亂
数
の
推
移
を
み
る
と
大
正一

三
年 

.ょ
り
昭
和
一
〇
年
に
か
け
て
^

®

力
船
は
約
3

一
〒
隻
ー
ー
•

六
％
の
減
少
に 

对
し
、
i&

力
船
は
四
六
.
‘

六
干
隻
、
約
五
• 

ーー8

増
加
し
て
.

い
る

(

第
1

表)

。

:

動
力
船
中
特
に
増
加
が
：著
し
い
の
ば
.五
屯
§
.
と
五
0
屯
以
上
漁
船
で
、
五 

_

屯
^
!
で
は
昭
和 

ー
0
年
に
:̂

昭
和
元
年
の
六
.
八
倍
、
五
〇
屯
以
上
で
は
昭 

和
一
〇
年
に
は
大
正
二
二
年
の「

一
倍
の
増
加
を
17K
し
て
い
る
。
五

屯

廳

動 

カ
舭
は
.昭
和
1兀
年
総
動
カ
漁
船
数
の
.ーー1
七
％
で
あ
っ
た
も
の
が
年
々
そ
の
比
重 

_
:を
高
め
昭
和
1
0;
年
に
は
七
1
:
%吹
達
し
て
お
り
其
の
¥

増
加
を
と
げ
て
い 

.
る
。
：即
ぢ
漁
船
動
力
化
の
初
期
に
お
い
て
は
一
〇
屯
以
上
の
漁
#
が
大
半
を
占 

'め
比
較
的
大
型
漁
船
の
動
力
化
が
先
行
し
た
の
.で

あ

.
る

が

大

正

末

期

以

降

小

型
 

動
力
船
が
急
連
に
普
及
増
加
を
と
げ
、
大
正
六
年
か
ら
大
正一.

ニ
.
年

ま

で

沿

岸
 

漁
獲
量
は
：

|1

年
に
比
し
へ
一
％
の
増
.に
対
し
、
大

正

■
一
 

一#

か
ら
昭
和
五
年
ま
.
.で 

の

間

で

ば

四

％

、

'昭
和
五
年
か
ら
昭
和
一
〇
年
ま
で
'に
六
％

の
増
加
を
1
/I
N
し

A

一

(

三
六
七)

:



備考 : 各年度「漁船辆計表」

第 3 表 C 漁種別漁船数（雑旋辋 . いか鈞漁業） ' 単位：袋

目 \

雑 旋 網 漁 業 い か 鈎 漁 業

大正13年 昭和 4 年 昭和 9 年 大正13年 昭和 4 年 昭和 9 年

総 数 688 1,933 1,340 1,121 2,151 3,009
無動力船総数 485 235 260 907 818 300
動 :力船総数 203 1,698 1,080 214 1,333 2,709

未満 28 588 261 38 195 717
: 2.0 〜2.5nl. 19 234 210 30 158 478

2.5 〜3.0m 53 179 327 63 457 697
3.0 〜3.5m 69 431 216 72 430 653
3,5 〜4.0m 29- 254 48 11 74 ,158

4.0m 以上 —— 42 9 ■— 4 8
• 2 0 ^ 以上 5 20 9 — 4 1

備 考 各 年 度 「漁船統訃表」

第 3 表 A 漁種別，漁船数(手繰網’ — 《 業） _ 集

種

目 \

手 繰 網 _ 漁 業 打 瀬 網 漁 業

大正13华 昭和 4 年 昭和 9 年 大正13年 昭和 4 年 昭和 9 年

総 数 2,470 2,658 4,522 2,801 3,092 3,867
無動力船 .離数： 444 ’ ‘ 79 291 2,478 1,794 1,062
動 力 船 総 数 2,026 2,537 4,142 323 1,298 2,805

2，n 未満 16 160 1,678 5 386 1,454
2,0 〜2.5m 33 77 228 10 201 ' 493
2.5 〜3.0m 378 323 276 18 365 322
3,0 〜3.5n> 1,122 851 472 108 173 157
3,5~4.0m 275 520 382 139 140 219 »

. : 4,0m 以上 45 99 245 31 24 105
20屯以上 148 527 945 12 59 55

備 考 各 年 度 「漁船統訐表」

第 3 表 B  漁種別漁船数（雑延縄 • 雑釣漁業） 単位：狡

く ぐ 、 ^ 種

項
目 \

雑 延 縄 漁 業 雑 鈞 漁 業

大正13年 _昭和 4 年 昭和 9 年 大IE13年 昭和 4 年 昭和9 年

m 数 817 3,119 6,065 1,064 3,962 7,656
無動力船総数 333 111 12 191 r— 8
動 力 船 総 数 484 3,008 6,058 873 3,962 7,648

2m 未満 48 1,714 4,072 334 2,608 6,511
2m 以上〜 

2 0 € 以下 425 1,283 1,878 539 1,354 1,131
2 0 ^以上 9 11 103 — : 11 6

八
三
'

C

三
六
九)

•
大
疋
末
期
ょ
り
喵
和
恐
慌
期
ま
で
の
沿
岸
漁
業
政
策

6尺未漪 
6尺以上〜 8尺 
8尺以上〜10尺 

10尺以上〜12尺 
12尺以上〜14尺 
14尺以上

の

ハ
j i

。

船

。若
胸
る 

■

木
む
上
着
あ
.

，含
以
定
で 

ず
も
米
.ハ
等 

5
5
.
.
.が
.5

叉 _

- 

含
鋼
2

上
船 

は
.

の
幅
以
搬
. 

船
下
船
}
運 

_
以
厂
屯
物 

は
屯
は
5

獲
J

 

に
o

囲
数
漁
表 

船
2

範
屯
ノ
訐 

漁
は
査
総
船
統 

力
に
調
C

漁
船 

動
数
の
石
ル
漁 

下
総
計
o

フ
r

 

以
で
統
5

備
度 

..屯
数
船
数
ヲ
年 

20

の
漁
石
関
各

.み

橫

機 

)

)

 

)
 

2 

3 

4

第 1 表 年 次 別 屯 数 別 漁 船 数  単位:提

年\
項

無動力船 
隻 数

動 力 船

総 数 5 也未満
5m〜  

10屯
10ホ〜 

20屯
20屯〜 •

50^ 50$以上

大 IE 1 3 年 350,348 10,754 4,954 5,209 528 63
n 14 344,107 12,705 6,688 5,351 601 65-

昭 和 1 335,031 15,851 5,930 3,660 5,343 841 77
ft 2 333,757 20,706 9,571 4,318 5,833 897 87
// 3 834,681 25,386 12,874 4,639 6,468 1,226 129
// 4 328,442 30,935 17,348 5,371 6,521 1,519 176
n 5 323,228 35,908 21,252 5,396 6,446 1,729 .2 1 7
n 6 318,443 42,062 27,301 6,136 <5,584 1,955 286
〃 7 315,217 45,225 30,402 6,388 6,458 1,638 839
〃 8 314,434 48,789 33,714 6,516 6,498 1,688 378
it 9 311,553 52,942 37,053 6,772 6,724 1,871 522
n 10 308,541 57,882 40,658 6,841 7,154 2,108 r 621

備考各年度農杯省統 tl*表。ただし，蒸気船は除く。

第 2 表 階 層 別 漁 船 数 - • 単位：狻

^ 苹 次

項 目 ；^ ^ _
大 正 1 3 年 昭 和 4 年 昭 和 9 年

.備 • :考 : 
(乎均卿)

総 数 25,318 36,406 53,863

無動力船総数 15,306 10.654 7,125

動 力 .船 総 数 10,012 25*752 46,738 . . .
'  21. ' 未満 703ひ) 9,000ひ） 26,555 13

2.0~2.5m 1,359 の 4,512^) 6,413 4,5'
2.5 〜3.0m 2,609® 5，_ 3) 5,103 ; 8,1
3,0 〜3.5m 3,331く4) 3.861C4) 4,091 ' ：12.9
3.5 〜4.0m 1，075(5) 1，3?4(6> 1,865 16.3

4.0m 以上 117的 192<6> 496 18,0
邠屯〜5.0也 529 1,212 1,573 . . . . . '  ' : • •

5 (^〜100屯 100 189 466

100屯〜300屯 62 78 76
200祀以上 113 113 58 .■丨 '

備 考 1 ) 々) 
(2) 
(3) 
⑷
(5)
(6)



て
い
る
の
も
、
小
型
漁
船
の
動
力
化
に
'

基
く
も
の
：と
推
察
さ
れ
る
。

此
の
時
期
に
お
け
る
動
力
漁
船
の
増
加
を
漁
業
種
別
：に
、
五
年
毎
に
調
査
：さ 

れ
た
.「

漁
船
統
計」
に
よ
つ
て
录
そ
ぅ
。
，「

漁
船
統
計
1-

で
は
ニ
〇
屯
以
下
：の
’ 

い
わ
ゆ
る
和
登
簿
船
は
船
幅
に
よ
つ
飞
区
分
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
均
屯 

数
が
算
出
さ
れ
て
い
る
の
で
ほ
ぼ
そ
の
屯
.

数
は
知
り
ぅ
る
.

。
'

こ
れ
に
よ
る
と
、

. 

五
屯
I

小
型
動
力
船
の
ぅ
ち
特
に
増
加
が
著
し
い
の
は
船
幅
ニ
来
i

 (

平 

均
屯
数
一
.

八屯
；}

.の
漁
船
で
あ
つ
て
大
正
一
三
年
七
〇
三
隻
で
あ
つ
た
も
の 

が
昭
和
九
年
に
は
一
一
六
.
五
千
隻
と
な
つ
て
お
り
、
昭
和
恐
慌
期
に
お
い
て
も
パ 

一
七
•

五
千
隻
増
加
し
て
い
る(

第
二
表
参
照)
。
.'

漁
種
別
に
み
る
な
ら
ば
、
ニ 

米̂

!

®

力
船
に
お
い
て
は
手
繰
網
'.
.
打
瀬
網
漁
業
に
主
と
し
て
従
事
す
る
漁 

船
が
昭
和
恐
慌
期
に 

一
•

五
千
隻
、

一
.

一
千
隻
と
急
速
に
増
加
し
て
お
り
、
 

雑
延
網
.

雑
釣
漁
業
で
は
大
正
一
三
年
か
ら
昭
和
九
年
の
間
に
各
々
四
千
隻
、「 

六
.

一
一
千
隻
増
加
し
て
い
る
。
雑
旋
網
漁
業
で
は
動
力
船
が
大
正
一
三
年
か
ら
' 

昭
和
四
年
に
か
げ
て1

1

〇
〇
隻
か
ら一

.
七
千
隻
に
増
加
し
た
も
の
が
昭
和
九 

年
に
は 

一
、
o

八

〇
隻
に
減
少

し

て

お
り
、
こ
れ
で
は
小

型

動
力
船
が
特
に
増 

加
す
る
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
。
，い
か
.

釣
漁
業
に
お
い
て
.も
隻
数
は
増
加
し
て
い 

る
が
そ
れ
は
ニ
〇
屯
1

の
各
階
層
に
わ
た
つ
て
の
：増
#

で
あ
る

(

f

一
表
.

A

 

•

B

*

 

O

 

参
照)

。

以
上
の
各
漁
業
種
の
漁
船
は
犬
正
一
三
年
に
比
す
れ
ば
昭
和
九
年
に
お
い
て 

は
漁
船
総
隻
数
は
無
動
力
船
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
絶
対
数
で
も
増
加
し
て
. 

お
り
、
こ
れ
は
動
カ
船
0'
増
加
が
そ
の
滅
少
を
ヵ
ヴ
ァ
ー
し
て
な
お
あ
ま
り
あ 

る
か
•

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宠
置
網
漁
業
で
は
総
隻
数
は
大
正
一
.三
年
も

昭
和

八

四

三

七

〇)

九

年

も

ほ

ぽ

五
•
八

千

隻

で

変

化

な

い

。

し

か

し

動

力

船

は

四

三

隻

か

ら

一

、

六

五

九

隻

に

増

加

し

て

い

る

。

ま

た

觸

流

網

漁

業

の

様

に

総

隻

数

が

ニ

、

三
五 

七

養

か

ら 

一
、

ー
0

五

隻

に

半

滅

し

、
'
動

カ

船

も

大

芷
 

ー，_三

年

九
0
隻

か

ら

昭 

和

四

年

に

か

け

て

は

七

七

五

隻

と

増

加

す

る

が

、

昭

和

九

年

七

四

六

雙

と

停

滞 

す

る

漁

業

種

も

あ

る

。
総

じ

て

大

芷

末

期

よ

卜

昭

和

九

年

に

か

け

て

の

漁

船

数 

の
推
移
は
五
.屯
i

漁

船

そ

の

ぅ

ぢ

特

に

一

ー

屯

盡

漁

船

の

增

加

に

そ

の

特

徴

，
 

が

み

ら

れ

、
漁

業

種

に

就

い

て

み

れ

ば

、

雑

釣
-.
:
延

縄

漁

業

及

び

小

型

機

船

底 

曳

網

漁

業(

手

繰

網
.
打

瀬

網

漁

業)

.の

漁

船

増

加

が

総

動

力

漁

船

増

加

を

主 

に

構

成

し

て

い

る

。

C

1)

秋
谷
童
男「

漁
業
に
お
け
る
景
気
変
動
へ
の
接
近(

1

>」
(「

漁
業
経 

済
研
究」

.

第
七
巻
三
号)

C
2
V
.

「

同
：上」

論

文

に

よ

る

と

戦

前

の

魚̂

類

消

費

力

：及

び

漁
獲
増
分
は 

:
1

九
一
，：七
年
か
ら
 

一

#

一
一
一
一
一

申

ま

で
锯
年
八

%

及

び
--
一%

強 

一

九

二

三

年

か

らI

九

三
◦
年

ま

で

毎

年

三〜

四
.％

及
び
六
％

■

一
 

九
三
〇
年
か
ら一

九
三
五
年
ま
で
毎
年1

%

及
び
六
%

■

と
漱
定
さ
れ
て
い
る
。

,

「

三
.

-

大
正
末
期
か
ら
昭
和
恐
慌
期
に
か
け
て
の
漁
船
数
.の
推
移
に
示
さ
れ
る
如 

く
、
こ
の
期
間
に
沿
岸
漁
業
の
生
産
力
、
な
か
ん
ず
く
、1

部
の
零
細
®
冢
の
坐 

産
力
発
展
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て「

沿
岸
漁
獲
.

の
急
速
な
伸
張
は
、沖
合
•
遠
洋

を
は
じ
め
と
す
る
資
本
家
的
漁
業
と
の
直
接
，間
接
の
競
争
に
、小
生
産
漁
業
が

(

1

)

た
た
さ
れ
て
い
る
と
.

い
う
条
件
を
抜
い
て
は
、.
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い」 

に
せ
よ
、
零
細
漁
家
の
生
産
力
の
発
展
を
可
能
な
ら
し
め
た
条
件
は
沖
合•

遠 

洋
の
資
本
制
漁
業
発
展
の
中
に
の
み
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
ば
な
く
、
沿
岸
漁
業 

の
生
産
関
係
そ
の
も
ひ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

丁
度
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
頭
に
か
ホ
て
は
旧
漁
業
法
に
よ
つ
て
^
^
さ
れ 

た
漁
i

の
多
く
は
免
許
更
新
の
時
期
に(

殳
許
後
一
一
〇
年)

か
か
つ
て
き 

た
。
そ
し
て
こ
の
こ
ろ
か
ら
ぬ
,

法
改
1£
に
就
い
て
の
論
議
や
主
張
が
水
産 

誌
上
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、、
そ
れ
に
は
専
用
漁
業
権
を
廃
止
す
る
こ 

と
を
唱
え
る
も
の
は
な
く
、
動
力
漁
船
の
増
加
.

.

漁
具
.

漁
法
の
変
化
に
，伴
つ 

て
専
用
漁
場
内
で
行
う
漁
業
が
変
化
し
て
き
た
.

こ
と
に
対
し
、
専

M

免 

許
の
種
類
を
増
加
せ
し

め

て
専
用
漁
I

の
内
罾
を
ま
^

せ
し
め
る
こ

と

或
 

は
、
地
先
専
用
漁
場
の
区
域
を
決
定
し
、
其
の
区
域
内
で
は
専
用
漁
業
と
し
て 

許
さ
れ
得
る
如
何
な
る
漁
業
^.

行
え
る
こ

と
と
し
、
，M

_

■
類
に
よ

る

免
許
を 

廃
止
せ
よ
と
い
う
漁
場
主
義
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
，.又
当
時
の
全
国
水
産
大 

会
.

全
国
漁
業
組
合
大
会
.

帝
国
水
産
会
於
会
.
全
国
道
府
県
水
産
主
任
官
事 

務
I

会
等
の
提
出
議
案
.
諮
問
答
申
に
も
専
用
漁
業
権
の
廃
止
は
み
ら
れ
な 

い
。
即
ち
ぬ
1

の
殳
胄
員
趴
が
始
ま
つ
て
き
た
大
正
一
五
年
の
全
国
水
産
大 

会
に
お
け
る
提
出
議
案
中
漁
1

に
関
す
る
主
な
_

項
を
1

本
せ
ば
次
の
如
く
で 

あ
る
。

,

,

 

'■

「

一
、
，̂

1

ノ#

_

期
間
ヲ
ー
ー
ー
ナ
ギ
^
上
五
十
年
以
下
ト
シ
期
間
満
了 
ノ 

:

場
合
ニ
，
ハ
延
長
シ
得
ル
；コ
ト」

 

.

ハ
大
日
本
水
産
会
提
出)

大
正
末
期
よ
り
昭
和
恐
慌
期
ま
で
の
沿
岸
漁
業
政
策
：

「

十

二

、

地

先

専

用

漁

！̂

(

種

類

増

加

又

ハ

漁

場

，拡

張

ヲ

含

ム

)

ヲ

出
願
ス 

ル

組

合

.一
一
出
願
ノ
前
後
ヲ
論
セ
ス
優
先
権
，ヲ
与
へ
テ
地
元
一
一
非
サ
ル
慣
行 

者

ノ

同

意

ヲ

得

ル

ノ

必

要

ナ

シ

ト

ス

ル

コ
K」
'

‘

. 

.(

山

ロ

県

牛

島

漁

業

組

合

提

出

)

、

;
:
!■十

四

、
：
地

先

尊

用

漁

議.ハ
其
地
兌
組
合
ノ
外
個
人
一
一
ハ#

へ
サ
ル
コ
ト

」

，

(

千

葉

県

太

海

村

浜

波

太

漁

業

組

合

提

出

)

「

ニ
十
五
、'
専

用

漁

議

ノ

存

続

期

間

ヲ

無

期

限

ト

ス

ル

n.

ト
。

ニ

十

六

、•専
用
漁
業
*

ヲ

漁

業

ノ

種

類
-
1限

定

セ

ス

之

ヲ

漁

場

区

域

制

ト

ス

S

■
ル
コ
ト
1-C

福

井

県

三

方

郡

水

産

会

提

出

)

昭

和

三

年

の

漁

業

組

合

-5-
^

会

提

案

決

議

事

項

の
 

一
.

ニ

，
，
一
'
一

一

に

お

い

て

は 

専

用

漁
i

を

漁

場

主

義

に

す

る

こ

と

、
漁

_

存
続
期
間
を
一
一
一
十
力
年
に
す 

る

こ

と

及

び「

慣

行

に

依

り

免

許

さ

れ

た

る

水

面

専

用

漁

議

の

存

続

期

間

満 

了

の

場

合

は

補

償

を

条

件

と

し

地

充

組

合

に

免

許

の

優

先

権

を

附

与

す

」

と
決 

.議

さ

れ

微

業

権

の

組

合

集

中

化

の

要

求

が

み

ら

れ

て

く

る

。

.

昭

和

五

年

の「

水

産

主

任

官

竝

試

験

場

長i

会」

の

答

申

並

決

定

の

附

帯 

希

望

事

項

第

二

に

お

い.て

は

次

の

如

く

専

用

漁

雄

覆

に

就

い

て

述

べ

て

い

る

。

「

一
、

漁

業

権

ノ

整

理

充

実

ヲ

適

切

ナ

ラ

シ

ム

ル

為

免

許

漁

業

ノ

利

用

変

遷 

.

其

他
',ノ

状

況

土

関

ス

ル_
査
.ヲ

為

ス

ト

共

-一
細
密
ナ
ル
漁
場
連
絡
図
ヲ
調 

.整

.ス
ル
.
.■コ

ト
.

.

..

r 
一
 

7
漁

業

擋

ノ

整

理

充

実

ヲ

為

ス

タ

メ

適

当

ナ

ル

法

規

ヲ

制

定

シ

漁

場

整

理 

組

食

ノ

設

立

其

他

必

要

ナ

ル

事

項

ヲ

規

定

ス

ル

コ

ト

：

 

- 

三

、

専

用

漁

業

ノ

免

許

処

分

ハ

地

方

ノ

実

情

 
一
一̂

ゾ

漁

場

主

義

又

，
ハ

漁

業

種

.

• 

八

五

、(

三

七

一)

.



:

1

義
.

ニ
依
ル
コ
ト
ゾ
:

,

'

七
、
，特
別
'

ノ.
理
由
ナ
キ
限
リ
休
業
ノ
認
可
ヲ
与
へ
サ
ル
コ
ト
：

V

..'

八
、
更
新
免
許
申
請
ニ
対
シ
テ
ハ
多
年
休
業
シ
ク
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
拒
否
ス
ル

.

.

.
コ

ト
'.
.
. 

.

九
、ン
漁
義
ハ
可
成
地
76
1

業

組

合

ニ

當

ル

コ

ト

..
:
、

,

十
七
、.：全
国
ヲ
数
区
一
一
分
チ
漁
政
官
庁
ヲ
設
置
シ
殳

胄
M
_

ノ 

§

事
務
ヲ

モ
取
扱
ハ
.

シ
ム
ル
コ
ト」
■

ノ
：

以
上
の
如
く
提
出
讓
案
、：

諮
問
答
申
に
お
い
て
は
漁
儀
制
度
の
変
革
は
主
.

張
さ
れ
て
お
ら
ず
、，
主
に
地
先
専
用
漁
I

の
内
容
充
実
、
漁
場
主
韻
、
免
許

期
間
の
延
長
、
組
合
に
専
用
漁
i

を
集
中
し
う
る
様
に
免
許
を
組
合
に
優
先

す
る
こ
と
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
む
し
ろ
専
用
漁
■
'
の
強
化
を

意
味
す
る
も
の
で
、
若
し
、
漁
業
権
制
度
が
零
細
漁
家
の
生
産
カ
的
発
展
め
桎

梏
と
し
て
の
み
機
能
す
る
な
ら
ば
、
急
速
.

な
小
型
漁
船
の
動
力
化
も
可
能
で
は
.

な
く
、
ま
た
こ
の
時
期
の
小
型
漁
船
動
力
化
過
程
に
.お
い
て
専
用
漁
業
権
制
度

を
強
化
す
る
要
望
が
全
面
的
に
は
打
ち
出
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
小
型

漁
船
の
動
力
化
が
沿
岸
漁
業
に
お
け
る
半
封
建
的
生
産
関
係
を
突
き
破
り
つ
つ

進
行
し
た
と
し
て
も
漁
業
権
制
度
は
そ
の
発
展
を
阻
止
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ 

广3る0 

.

漁
制
度
に
関
す
る
国
家

.

の
方
策
は
恐
慌
が
深
化
す
る
過
程
に
お
い
て
と
. 

ら
れ
た「

農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動」

の
計
画
樹
立
力
^

の
中
に
う
か
が
え 

る
‘。
そ
の
.「

水
㈤

㈣

用

ノ

合
理
化」

'

策
の
中
で
は
.

次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
，
い 

る
。

• 

八

六

(

三
七
ニ)

:,「
(

ー：ー

)

微
澤
権
ノ
.

整
理
充
実
及
行
使
方
法
：ニ_

ス
：ル
協
調̂

C

ィ)

卜
専
用
漁
議
：

：

ニ
#

テ
ハ
漁
場
ノ
利
用
価
値
ヲ
'議
ス
ル
為
漁
場
区 

:

域
、■
漁
業
種
類
、
漁f

時
期
等
ノ
整
理
充
実
及
其
ノ
行
使
方
法
へ
関
ス
ル 

r/

調
..ヲ
図
ル
コ
ト

.

■
 
.(

口)

専
用
漁
！̂

ト
入
M

権
ト
ノ
関
係
一
一付
テ
ハ
漁
業
ノ
秩
序
維
持
、
蕃 

'
殖
保
護
等
ヲ
考
慮
.

シ
其
ノ
行
使
方
法
—

一
関
ス
ル
^
■
ヲ
図
ル
コ
ト 

(

.

ハ)

•

定
置
漁
業
権
、
区
劃
漁
業
権
等
ニ
#

テ
.ハ
収
益
ノ
増
進
ヲ
因
ル
為
整 

理
合
同
及
行
使
方
法
一
一
関
ス
ル
協
調
ヲ
為
ス
コ
ト 

(

土)

 

#

«

畠
_

_

砠
互
間
及
畠
_

_

 

ニ
依
ル
漁
業
ト
其
ノ
他
ノ
漁
業
ト
ノ 

•

関
係
-

一
付
テ
ハ
.

漁
業
ノ
紛
争
ヲ
避
ヶ
漁
場
利
用
-一
遺
憾
ナ
ヵ
.ラ
シ
ム
ル
為 

-
行
使
方
法
及
操
業
ニ
甚
調
ヲ
図
ル
コ
ト」

:

こ
こ
に
見
ら
れ
る
，如
く
漁
®

制
度
に
.

変
更
を
加
え
ず
、
漁
場
利
用
方
式
を 

整
理
充
実
す
る
方
針
を
当
時
政
府
は
採
用
し
、
漁
業
法
改
正
の
重
点
を
漁
業
組 

合
機
熊
の
拡
充
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
増
加
し
た
小
型
動
力
船
に
よ
っ 

て
も
た
ら
さ
れ
た
漁
場
行
使
方
法
の
変
化
を
政
府
は
旧
来
よ
り
の
漁
i

制
度 

に
よ
つ
て
調
彆
協
調
を
因

り

、「

漁
業
ノ
秩
序
維
持」

を
果
そ
う
と
し
た
も 

の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
つ
て
も
小
型
動
カ
^;
^

0
増
加
傾
^

は
衰 

え
ず
、
昭
和
九
年
か
ら
一
五
年
ま
で
の
間
に
な
お
約
ニ
万
隻
増
加
し
て
い
る
。

.

零
細
漁
家
の
漁
船
の
動
力
化
を
促
進
し
た
の
は
、
沖
合•

遠
洋
漁
業
が
発
展 

し
、
零
細
漁
家
が
そ
れ
と
の
®

^

.•
間
接
の
競
争
裡
に
あ
る
と
い

う
条
件
の
ほ 

か
に
沿
岸
漁
業
の
生
産
関
係
が
そ
の
よ
う
な
生
罾
カ
の
発
展
に
対
し
て
阻
止
的 

条
件
と
.し
て
は
強
ぐ
作
用
し
え
な
か
つ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
？
そ
し
て
沿
岸
漁
業
に
お
け
る
小
型
動
力
漁
船
の
増
加
は
零
細
漁
家
間
の 

階
層
分
化
で
あ
り
、
無
動
力
船
漁
家
は
、
漁

雾

法

、
労
働
対
象
を
同
じ
う
す 

る
小
型
動
力
船
所
有
層
の
増
加
に
よ
っ
て
、
遠
洋
.
沖
合
漁
業
に
よ
っ
て
よ
り 

も
よ
り
直
接
的
な
影
響
を
被
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
動
力
船
漁
家
は
、
大 

正
末
期
か
ら
坐
産
力
の
高
い
沖
合
•
遠
洋
の
資
本
制
漁
業
の
漁
獲
物
が
涂
夂
に 

市
場
価
格
を
規
制
し
て
沿
岸
漁
獲
物
の
価
格
を
低
下
さ
せ
、
さ
ら
に
恐
慌
に
よ 

る
魚
価
の
低
落
に
よ
つ
て
困
窮
し
て
い
っ
た
の
み
な
.

ら
ず
、
沿
岸
漁
獲
物
そ
の
. 

.

も
の
が
、
小
型
動
力
船
の
増
加
と
い
う
生
産
力
的
発
展
に
よ
っ
て
価
格
が
低
下 

し
て
ゆ
く
条
件
、
即
ち
小
里
動
カ
泼
船
に
よ
る̂

獲
#

が
沿
岸
)1

^
#
の
価
格 

を
規
制
す
る
条
件
に
よ
っ
て
庄
迫
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件 

が
相
ま
っ
て

r

沿
岸
漁
業
問
題」

を
激
化
し
た
も
の
と
い
.

え
よ
う
。

.

(

1

)

秋
谷
通
男
.

前
掲
論
文

(

ニ'
〇
頁)

(

2

)

原
嗶
三
.「

漁
業
法
改
正
の
議
に
際
し
て」
(「

水
産
界」

大
正
一
五
年 

四
月
.

.

五
ニ
ー
哥)

.

.

.
 

.

：

：

西
海
漁
夫「

漁
夫
よ
り
見
た
る
漁
業
法
改
正
の
要
点」

(「

水
產
界」

大
正 

一
7?
.

年
-;
1

月
♦

丑
ニ
六
号)

•

小
林
竒
八「

漁
業
法
改
、正
に
関
す
る一

考
察」

(

同
上
.大
珥
ー
五
年
一
〇 

月
•

五
二
七
号)

、

杉
浦
保
吉
.「

専
用
漁
業
権
の
内
容
を
充
実
せ
し
む
る
方
法
及
手
続j

 

(

同 

上
.

昭
和
ニ
年
八
月
♦

五
三
七
号)

杉
浦
保
吉r

専
用
漁
業
権
と
そ
の
更
新
及
内
容
充
実」

(「

#

水」

昭
和
三 

大
正
.末
期
よ
•
り
昭
和
恐
慌
期
ま
で
の
沿
岸
漁
業
政
策
■

,

年
一
月
.

三
月
1

七
卷
一
号
•

三
号)

(

3

:〕
「

水
産
界」

(

大
正
一
五
年
ニ
月
.

IL

一
一
八
号〉

(

4

)
「

帝
永」
(

昭
和
三
年
ニ
：月
.

七
卷
ニ
5

.

(

5

)

.
水
產
事
務
主
任
官
会
議
は
道
府
県
の
水
產
主
任
を
毎
年
一
回
招
集
し 

:

て
当
時
問
題
，と
，な
っ
て
い
る
事
項
を
中
央
当
局
が
諮
問
す
る
機
関
で
漁
政

の
方
針
を
m :

定
す
る
.

上
に
.

影
響
を
も
.
.

っ
て
い
た
も
の
と
.

思
わ
.

れ
る
。
大
1E 

八
年
に
始
め
ら
れ
.：そ
の
諮
問
事
項
中
専
用
漁
業
に
関
す
る
も
の
を
列
挙
す 

れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

' 

大
正
九
年『

三
、
専
用
漁
業
ス
免
許
ユ
関
ス
ル
意
見
如
何」

大
正一

◦

年

「

一
、
免
許
漁
業
ノ

種
類
及
名
称
ノ

整
理
改
廃
其
ノ
他

漁
業 

免
許 
一一_

ス
ル

現
行
規
定
及
制
定
ニ
付
テ
ノ

意
見
如
何
し 

大
IE

一
 

三
年「

一
、
沿
岸
漁
場
整
理
，ー
関
ス
ル
希
望
及
意
見
如
何」

.

大
正
'

一.
四
年
，

「

専
用
漁
業
権
存
線
期
間
更
新
免
許
出
願
-

一
関
ス
ル
件」

(

協 

.

議
事
.

現)

.

昭
和
四
年「

一.r

漁
業
権
ノ
整
理
ヲ
一
層
適
切
ナ
ラ
シ
ム
ル
方
'

策
如
何」

(

6

)

明
治
漁
業
法
に
ょ
？
て
制
.定
さ
れ
た
専
用
漁
業
梅
は
次
の
如
き
性
格 

で
あ
る
。

「

専
用

漁
業
免
許
ハ
水
面
ヲ
独
占
ス
ル
権
利
ヲ
付
与
ス
ル
モ 

ノ 

ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
：
其
免
許
ヲ
受
ヶ
タ
ル

者
ハ
当
然
該
区
域
内
一
一
於

テ
定
置 

漁
業
ヲ
許
可
セ
ラ
ル
へ
キ
権
利
ア
リ
ト
云

フ
ヲ
得
ス

1_
-

(

農
林
省
水
産

局 

「

漁
政
例
規
集」

八
.

ニ
頁
、
.

「

纖
大
敷
網
敷
設
免
許
違
法
拒
否
放
違
法
吏
新 

ノ
綠
分
-

ー
対
_ス
ル
_

」
(

朋
治
西
十
ー

年】

月
十
九

日
宣
告

)
「

漁
業
法
ニ
 

所
謂
専
用

漁
業
ト
ハ
一
.定
ノ
水
面
ヲ

専
用
>'/
限
定
セ
ラ
レ
タ
ル
®-

類
ノ
漁

. 

八

七

(

三
.

七
三)



八

八

a

一一
 

七
四)

業
ラ
為
ス
ノ
義i

 

(

同
上
：

)
.
(B
)

';
'
:

「

水
面
靡
用
漁
業
ノ
觉
許
ニ
際
シ
漁
業
法
第
71
:

条

第

ー

項-
1

依
リ 

.限

定

ス：
へ
キ
漁
業
ノ
種
類
ハ
所
謂
磯
付
根
付
藻
付
：ト
称
、

V

棲

所
.

n
v

定
メ
.若 

ハ
余
リ
移
動
セ
サ
ル
モ
ノ
又
ハ
特
定
ノ
辋
代
ヲ
有
シ
其
漁
業
專
用
ハ
之
ヲ 

出
靳
ス
ル
漁
業
組
合
，
維

持

上
一
一必
要
ト
認
メ
タ

ル
.程
度
ニ
.於
テ
限
定
：ス 

ヘ
キ
.モ

ノ
-
シ
テ
其
漁
場
ノ
区
域
：ハ
專
用
セ
ク
ム
へ
キ
漁
業
.ニ
必
要
.ナ
ル 

程
度
.ニ
.依
リ
テ
定
ム
へ
キ
員
ト
御
承
知
相
成
タ
シ
.

」
〔

同
上
、

ー
〇
〇
耳 

r

地
先
水
面
専
用
漁
業
ノ
種
類
限
定
其
他
-.
一
 

関
ス
ル
疑
義
ノ
件」

(

明
治
三 

十
五
牢
V

水
鹿
局
長
回
答〕

-
 

r

延
撖
文
ハ
一
本
釣
ノ
如
キ
漁
場
の
広
漠
ナ
ル
モ
ノ
テ
対
シ
'テ
確
実
ナ 

ル
慣
行
ア
リ
テ
公
益
上
害
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
外
ハ
可
双
豸
用
漁
業
榷
ハ 

与
へ
ラ
レ
サ
ル
見
込
>
ー
有
之候

：！ 

‘

〔

同
.上
ー
〇
：九
頁
、「
慣
行
水
面
専
用
漁 

業

ノ

種

類
—
関
ス
.
ル
疑
義
ノ
件1

(

明
治
一I

I

十
六
年)

，水
産」
局
長
回
答〕

(0

)
.「

所
謂
漁
業
拖
存
続
期
間
ノ
更
新
ハ
吏
新
前
ノ
漁
^
^
ヲ
存
続
ぃ
セ 

シ
メ
テ
単
，ニ
其
存
続
期
間
ノ
ミ
ヲ
延
長
ス

.

ル
モ
ノ
一
一
 

非
ス
シ
テ
更
ニ
新
.ナ 

.

ル
免
許
7:

以
テ
別
個
ノ
漁
業
権
ヲ
発
生
セ
ゾ

.
ム
ル
モ
ス
ト
解
ろ
へ
ク

11

新 

前
ノ
漁
業
権
ハ
苋
新
一
一
因
リ
存
_

ス
ル
コ
ト
ナ
ク
其
最
初
一
一
定
メ
ラ
レ
タ

.

1 

一V

前
記
ノ
場
合
>

1

於
テ
特
別
漁
業
ノ
免
許
状
ニ
漁
.獲
物
鯖
及
鰥
ト
記
載

.

ァ
ル
モ
'

推
業
ノ
時
間
' 

一
ハ
夜
他
.

ハ
昼
ノ
.

別
ァ
ル
.ヲ
以
テ
特
別
漁
業
ニ
著
シ 

中
影
響
ナ
ギ
限
リ
>>

妨
.

ヶ
ナ
シJ

〔

同
上
、
，
一
：四
：九
頁〉

「

漁
業
権
ノ
疑
義 

.
>
1

関
ス
ル
#

.

(

犬
芷
十
三
年)〕

 

.

「

專
用
漁
業
は
、
自
由
漁
業
か
許
可
漁
業
に
付
.

て
免
許
.を
受
け
る
の
で
あ 

.

る̂

ら
、
そ
れ
、が
自
由
漁
業
な
ら
ば
其
の
儘
、
，：許
可
漁
業
な
ら
許
可
を
受 

.

け
て
出
漁
ず
れ
ば
、
免
許
が
な
く
と
^

一
 

向
差
支
な
い
の
で
あ
る
。」

(

杉 

浦
保
吉
：「

専
用
漁
業
権
の
期
間
更
新
と
内
容
の
充
実
に
就
て」

用
和
一
一
年 

:

•

水
政
新
聞
社)

C

7)

，
農
山
漁
村
経
済
厚
生
訐
画
樹
立
方
針
ハ「

農
林
省
ヵ
地
方
/r

、
員
林 

.
■■

漁
業
中
央
団
体
、
学
者
、
篤
農
家
帶
ノ
意
見
ヲ
徴
ス
ル
：ト
共
二
農
村
経
済 

■

-.
1

1

生
中
央
-

委
員
会
—

之
ヲ
諮
問
シ
慎
重
#
議
ノ
結
果
答
中
セ
ラ
レ
タ
ル
モ 

ノ
ュ
基
キ
，決
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ」

h

農
林
省「

農
山
漁
村
経
済
更
生
計 

画
樹
立
方
針」

初
言
.

ょ
り
>

へ

四

.「

沿
岸
齡
業
問
題
1—

は
先
ず
機
船
底
曳
網
漁
業
に
ょ
る
濫
攫
.

漁
場
の
荒
廃
、
 

資
源
の
減
少
：と
い
ぅ
問
題
を
以
て
始
免
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
ぅ
。
大
正
一
〇
年 

既
に
機
船
底
曳
網
漁
業
取
締
規
則
が
制
定
さ
れ
許
可
制
度
、操
業
禁
止
区
域
が
、
 

沿
岸
漁
家
と
の
利
害
調
節
及
び
魚
族
蕃
殖
保
護
の
主
皆
を
以
て
設
矩
さ
れ
た
が 

そ
の
後
も
小
型
底
曳
網
漁
船
は
増
加
し
、
零
細
漁
家
と
の
摩
擦
は
た
え
ず
、
取 

締
方
法
.

禁
止
区
域
等
，，
及
：び
水
産
増
殖
方
法
に
就
い
て
は「

ホ
員
^?
■
ま
任

ル
苻
続
期
間
ノ
満
了 

ニ
因
リ
当
然
消
滅
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト 

スj

S-

上
.

九
一
頁「

漁
業
権
存
綠
期
.間
更
新
ノ

性
質」

i

一
 

〇
年
民

ニ

ニ
——
■
七
頁
ド

 

ム

'

.

似

「

一
、
特
別
漁
業
鯖
敷
辋
一
一

グ
テ

夜
間
ノ
ミ

操
業
ス
ル
モ
ノ

ト

セ 

ハ
昼
間
許
可
ニ
依
ル
雑
焦
船
曳
網
二
テ
飛
魚
ヲ
漁
獲
ス
ル
ハ
妨
ケ
ナ
'ゾ

官
ム
囊」

で
も
討
議
さ
れ
、
ま
た
各
種
の
水
産
誌
上
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い 

P

機
船
底
曳
網
漁
業
に
対
し
て
大
芷
.

一
五
年
の
水
産
カ
ム
g

お
い
て
も「

⑽ 

民
ノ
安
定
：ヲ
図
ル
タ
メ
機
船
底
曳
網
漁
業
ノ
侵
犯
ヲ
防
止
シ
徹
底
的
一
一
之
力
：取 

締
監
督
ヲ
励
行
サ
レ
ム
コ
ト
ヲ
主
，務
大
臣
及
関
係
庇
県
知
事
ー
ー
建
議
ノ
件」

(

三 

重
県
志
摩
郡
水
産
会)

.

が
提
出
さ
れ
て
お
り
、.
水
産
主
任
官
報
務
1

会
の
昭
、
 

和
ニ
年
、「

機
船
底
曳
網
漁
業
ト
沿
岸
漁
業
ト
ノ
：調
和
ニ
付
将
来
択
ル
ベ
キ
.方 

m

如
何」

に
対
す
る
答
申
に
お
い
て
も「

機
船
底
曳
網
漁
業
ト
ン
衝
突
机
鱗
ハ 

現
在
ニ
め
ヶ
ル
漁
村
ノ 
#

ic

ニ
シ
テ
又
漁
業
取
締
上
ノ
暗
礁
ナ
リ
之
力
両
者
ノ 

調
和
融
合
ヲ
安
図
ル
.

コ
ト
：ハ
水
産
行
政
上
緊
急
ノ
要
事」

な
り
と
い
い
、
隻
数 

及
び
小
型
の
も
の
に
対
す
る
許
可
制
限
、
取
締
費
用
の
補
助.

V

法
規
違
反
者
の 

厳
罰
.

幾
止
区
域
の
改
IE

を
上
串
し
て
い
る
。
そ
し
て
沿
岸
漁
業
と
の
軋
礫
は 

零
細
漁
家
の「

底
曳
全
靡
遲
動j

:

を
高
知
、：
北
海
道
で
は
ひ
き
お
こ
し
た
。
.
， 

機
船
底
曳m

漁
業
が
.

盛
ん
と
な
る
大
IE

中
期
以
降
、
零
細
漁
家
は
漁
場
の
荒 

廃
.

濫
獲
の
名
目
を
以
て
底
曳
網
漁
業
に
対
す
る
取
締
を
要
望
し
て
お
り
、
そ 

れ
故
、
魚
族
の
減
少
、
漁
場
の
荒
廃
を
如
何
に
防
止
す
る
か
、
さ
ら
に
水
産
増 

殖
は
如
何
に
な
す
べ
き
か
が
論
ぜ
ら
れ
、.「

水
産
増
殖
法
案」

が
作
成
さ
れ
水 

産
主
任
官
事
務̂

#

w

に
お
い
て
も
'「

ホ
産
増
殖
法
案
—:
対
ス
ル
意
見
如 

何」

が
諮
問
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
正
一
.

五
年
四
月
^

「

水
産
増
殖
奨
励
規 

則」

が
公
布
さ
れ
た
が
セ
が
し
こ
れ
は̂

鱒
の
_

化
へ
の
補
助
が
主
た
，る
内
容 

で
あ

っ

て

、

零
細
漁
家
漁
業
の
労
働
対
象
の
増
殖
を
目
的
と
.

す
る
も
の
で
は
な 

か
つ
.

た
。
，そ
れ
故「

永
産
増
殖
奨
励
費
ヲ
拡
張
シ
：テ
鲑
鱒
以
外
：ノ
モ
ノ
ヲ
モ
加 

•

へ
且
ツ
本
年
度
ヨ
リ
経
常
費
ノ
ミ
ナ
.

ラ
ス
！̂

§

ニ
.

モ
奨
励
金
ヲ
補
助
サ
レ
：タ

大
芷
末
期
ょ
カ
昭
和
恐
慌
期
ま
で
の
沿
岸
漁
業
政
策
.

シ‘J

 

(

大
正一

五
年
水
産
主
任
官
事
務
協
議
会)
と
建
議
さ
れ
て
い
る
。

漁
場
の
麗
は
こ
の
ほ
か
篑
ー
次
大
戦
に
よ
っ
て
急
速
に
^

達
し
た
工
業
に 

よ
る
水
質
汚
漬
か
ら̂

生
じ
、
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
■き
た
の
は
や
は
り
大
正 

末
期
で
知
る
と
い
え
よ
ぅ
。
例
え
.

ば

r

水
質
汚
濁
ノ
虞
ア
ル
物
質
ノ
排
棄
者
-一
 

ハ
永
質
汚
濁」

！対
ス
：ル
予
防
装
置
ヲ
為
サ
シ
メ
之
力
困
難
ノ
場
合
土
ハ
漁
業
権
> 

者
ニ
対
シ
損
害
補
償
，ヲ1
‘為
.

サ
シ
ム
ル
コ
ト

」

が
大
IE

一
 

五
年
の
全
国
水
産
大
会 

に
お
い
て
大
日
本
水
産
会
が
ら
提
案
さ
れ
て
お
り
、
同
一
.

五
年
水
産
主
任
官̂

務

讓

会

で

は「

ホ
員
ほ
漬
ほ̂

_

_

ス
ル
件」

が
_

_

さ
れ「

水
員
^
護
法 

.

案
要
綱」

：
が
作
成
さ
れ
.

そ
れ
に
基
い
て
i

に
於
て
法
規
化
さ
れ
る
こ
と
が
要 

■

望
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
六
年
に
.

は
水
産
増
殖
大
会
が
開
催
さ
れ「

水
齋
増
殖
法
、
 

水
質
汚
漬
予
防
法
制
定」

「

稚
魚
、
稚
具
醫
防
止
法
制
定」

等
が
提
案
さ
れ 

て
い
る
が
法
制
化
さ
れ
な
か
つ
た
。

- 

小
型
底
曳
網
漁
船
が
増
加
し
、

一
殷
的
に
魚
価
抵
落
が
進
行
す
る
に
従
っ
て 

底
曳
漁
業
取
締
の
声
は
高
ま
り
、
.

漁
業
紛
争
も
増
加
す
る
。
昭
和
五
年
九
月
機 

船
底
曳
網
漁
業
規
則
は
改
正
さ
れ
起
業
認
可
制
、
許
可
期
間
は
五
年
以
内
、
屯 

数
の
無
断
増
加
に
は
罰
金
刑
が
課
せ
ら
れ
る
な
ど
取
締
が
強
化
さ
れ
、
恐
慌
の 

進
行
と
共
に
昭
和
七
年
に
は
さ
ら
に
改
正
さ
れ
、
東
経
一
三
〇
度
以
東
の
海
面 

で
は
夜
間
操
業
の
禁
止
、
：機
関
馬
力
増
加
に
就
い
て
も
許
可
を
必
要
と
す
る
な 

ど
取
締
手
段
は
厳
し
く
な
り
、
0

い
に
は
昭
和
ー
ニ
年
に
な
る
と
滅
船
整
理
が 

行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
他
方
水
産
増
殖
に
就
.い
て
も
昭
和
七
年
規
則
を
改
正 

し
て
娃
鱒
以
外
に
も
補
助
金
を
支
出
す
を
よ
ぅ
に
な
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
沿 

岸
の
固
着
性
動
植
物
即
ち
i

類
の
増
殖
に
対
す
る
補
助
.

で
あ
る
。

.

.

A

九 

§

七
5



:

し
か
し
沿̂

^

場

の

麗
>
 

水
産
資
源
の
減
少
が
問
題
と
な
り
な
：が
ら
も
沿 

岸
漁
獲
高
は
増
大
し
て
い
る
と
と
.

か
ら
み
れ
ば
零
i

動
力
船
漁
家
の
困
窮
が 

深
ま
つ
た
こ
七
が
厂
激
塲
荒
廃
問
題
し
と
し
て
現
象
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ 

ろ
う
。，
そ
れ
故「

漁
場
荒
廃
問
題j

「

水
産
増
殖
振
興
論
.

J
.

の
か
げ
に

「

沿
岸 

漁
業
ノ
改
良
助
長
ノ
方
法」
が
論
ぜ
ら
れ
て
い

，た
の
で
あ
る
。
即
ち
大
正
末
期 

か
ら
昭
和
四
年
頃
ま
で
は
零
細
漁
家
.

の
.

経
営
悪
化
に
対
し
て
漁
具
-

漁
法
•
漁 

船
の
改
提
普
及
を
以
て
対
処
す
る
方
針
が
と
ら
れ
て
い

た
も
の
の
よ
う

で
あ 

る
。
大
正
.

ー
四
年
に
は「

漁
業
共
同
施
設
奨
励
規
則」

.

：が
公
布
さ
れ「

農
村
振 

興
費
1-

の
一
部
を
も
つ
て
ヰ
㈣

^
設
べ
奨
励
金
が
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た 

の
も
、
零
細
漁
家
の
経
営
悪
化
と
い
う

事
態
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る 

で
あ
ろ
'

う
。
し
か
し
農
村
'̂

興
費
か
ら
の
漁
村
へ
の
支
出
は
主
に
小
漁
糖
.
船 

揚
•

I}

溜
施
設
，に
対
し
て
.

で
あ
つ
て
、
小
型
動
力
漁
船
の
増
加
に
よ
る
小
漁
港 

修
築
の
要
求
を
部
分
的
に
実
現
す
る
も
の
.

で
.

あ
り
、
こ
れ
.

に
よ
つ
て
一
層
、.
小 

型
動
力
漁
船
.

の
稼
動
力
を
.

高
め
零
f

i

力
漁
家
没
落
の
物
質
的
条
件
を
派
成 

し
た
の
で
あ
る
。

.
遠
洋
.

沖
合
漁
業
の
発
展
、
小
型
動
力
漁
船
の
増
加
、
'「

沿
岸
漁
場
の
靈」 

等
の
条
件
に
よ
つ
て
零
細
漁
家
は
困
窮
の
度
を
加
え
て
い
つ
た
が
恐
慌
に
見
舞 

わ
れ
る
と「

漁
村
救
済
促
進
運
動」

が
大
日
本
水
産
会
、
帝
国
水
産
会
を
中
心
：
 

に
展
開
さ
れ
て
く
る
。
昭
和
五
年
一
〇
月
道
府
県
水
産
会
長
ム
讓
が
開
催
さ
れ
. 

「

一
、
漁
業
税
の
廃
滅
整
理
、
ニ
、
救
済
資
金
、'
三
、
漁
業
共
同
施
設
ノ
奨
励
、
 

四
、
運
賃
ノ
引
下
.

、
.

五
、
海
外
展
開」

等
の
応
急
対
策
の
実
行
の
為
建
議
が
な 

さ
れ
、
昭
和
七
年
七
月
全
国
水
産
大
会
に
お
い
て
は「

漁
村
救
済
緊
急
対
策」

が
決
議
さ
れ
た
。そ
の

事
項
の
み

記
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る

。
'

一：：

旧
債
整
理
、
 

H
.
.
:

發
救
済
事
業
'

三
：::
水
産
金
融
疮
急
施
設
、
四
魚
価
対
策
、
五

漁
 

場保護、六
漁

,

砠
ム
1

能
拡
ま
、
七
漁
船
の
資
金
化
、
漁
船
保
険
法
の 

制
定
、.
八
'

諸
負
担
.

$

軽
減
。
.
：

■

政
府
：は
昭
和
七
年
一
：〇
月
：「

農
山
漁
村
経
済
更
生
計
®

 

ニ
関」

し
て「

農
村 

部
落
ニ
於
ヶ
ル
i

 

ノ

_
員
タ

ル
I t

保
共
助
ノ

精
神
ヲ
活
用
シ
其
ノ
経
済
生
活 

ノ
上
一
一
之
ヲ
徹
底
セ
シ
メ
以
テ
農
山
漁
村
ニ
於
ヶ
ル
産
業
及
経
済
ノ
計
画
的
組 

織
的
刷
新
ヲ
企
図
セ
サ
ル
へ
.

カ
ラ
ス

( 

.

,
.

.

政
府
力
今
回
新
一
一
農
秫
省
.一
一
経
済
更
生
部
ヲ
設
置
シ
経
済
更
生
計
画
ニ
関
ス 

.

ル
諸
般
ノ
方
策
ヲ
実
施
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
趣
旨
モ
亦
玆
一r

存
ス」

と
い
ぅ
訓
令
を 

発

し「

農
山
漁
村
経
済
更
生
計
画」

を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
'

漁

村

に

：
対

し 

て
も
共
同
経
営
▲

共
同
作
業
'.

経
営
用
品
.

日
常
用
品
の
共
同
購
入•

共
同
生 

i
f

が
促
さ
れ
、
漁
家
経
済
の
改
善
.

の
第
一
1

方
針
と
し
て
は「

生
活
用
品
ノ
自
給」 

が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
産
業
組
合
運
動
が
展
開
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ 

っ
て
、
SJ
C

lf

は
昭
㈤

八
ハ
ヰ
、
#

#

m

を
.

双
正
し
、
漁
業
組
合
に
出
資
制
度
を
認
め 

経
済
カ
を
付
与
し
、.
漁
業
組
合
に
は
.

制
限
は
あ
る
に
せ
ょ
漁
f

営
の
途
を
開 

い
て
い
'

る
。
砠
府
は
ま
た
昭
和
七
申
罾
六
三
畠
_

_

#

で

_

員

畠

双

員

業

土

木
 

«?

業
の
実
施
を
決
定
し
、
漁
村
に
対
し
て
.

は
小
漁
港
、
船
溜
、
船
揚
場
及
び
築 

磯
設
の
助
成
金
を
投
下
し
て
遍
剰
労
働
力
の
吸
取
を
計
っ
た
。
昭
和
七
年 

ニ
四
.

八
、
八
年
六
九
〇
、
九
年
四
ニ
ー 

の
胄
«

、
1}
溜
に
エ
事
が
施
行
さ
れ
こ 

れ
に
ょ
り
動
力
漁
船
稼
動
の
物
質
的
条
件
は
整
備
さ
れ
、
零
細
漁
家
救
済
事
業 

は
"

零
細
漁
家
分
解
条
件
を
酿
成
し
た
の
で
あ
る
。

V

(

1

)

そ
れ
に
関
す
る
水
產
事
務
主
任
官
協
議
会
へ
の
諮
問
事
項
を
掲
げ
れ 

ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

「

機
船
旋
網
漁
業
ノ
取
締
及
指
導
.

ニ
関
ス
ル
意
見
如
何」

(

大
正
ニ
年

)

 

「

水
産
増
殖
法
案
こ
対
ス
ル
、意
見
如
何」

(

大
IE

一一一.
年)

「

沿
岸

ノ
蕃
殖
保
護
上
現
在
ノ
機
船
底
鬼
網
漁
業
禁
止
区
域
ノ
当
否
並
' 

該
漁
業
ヲ
農
林
大
臣
ノ
許
可
卜
ス
ル
可
否
如
何

」
(

大
正
一
五
年

)

■ 

.

「

機
船
底
曳
網
漁
業
ト
沿
岸
漁
業
ト
ノ
調
和
-付
将
来
択
ル
へ
キ
方
策
如

妹
馬
如
海「

打
棄
.

て
置
く
こ
と
の
出
来
な
い
ニ
；
三
の
蕃
殖
保
護
問
題

J

 

. 

(「

水
座
.

界J

昭
和I

一
年
ニ
V

三
月
，

'五
三
，一i

一
一
号〉

「

打
瀨
網
密
漁
の
積
極
的
対
策」

(

同
上「

n#

論 
一s

 

一
 

年
凼
月)

 

妹
尾
如
沲「

沿
岸
漁
業
の
衰
退
と
蕃
殖
保
議」

イ
同
上
昭
和
三
年
四
月)

「

諸
家
の
観
た
を
冰
鹿
增
殖
振
與
策
十
只
帝
水
1—
昭
和
三
年
一
月
七
卷
一

‘

(

3

)

大

正

一
五
年

「

水

産

主
任

官

事
務
協
議
会

J

 

.

の「

沿
岸
漁
業
ノ
改
良 

助
長
ノ
方
法
如
何

」

；
に
対
す
る
答
^

で
こ
ぅ
述
べ
て
い
る
。

「

近
来
漁
村
の
.困
耀
華
シ
ャ
モ
/ /

ァ
：ル
ハ
真
土
凝
慮
ュ
堪
へ
'サ
ル
所
ナ 

リ
是
レ
沿
岸
漁
業
/
経

営

難
-

帰
因
.ス

ル
ヾ
モ
ノ
多
シ
故
ュ
之
レ
力
改
良
助 

長
ヲ
計
ル
ト
同
時
一
一
出
橡
又
ハ
移
民
漁
業
ヲ
獎
励
シ
以
テ
沿
岸
.漁
業
ノ
徤

大
苹
末
期
ょ
り
昭
和
恐
慌
期
ま
で
の
沿
岸
漁
業
政
策

.

全
ナ
ル
発
達
ヲ
期
セ
ム
ト
ス

」
(
「

水

産

界」
大

，
正I

五
年
：六
月
、
五
二
三
号

)

 

C

4)

奨
励
金
：は
大
正
一
四
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
に
約
一
九
二
万
円
支
出 

さ
.
.れ
そ
の
ぅ
ち
、
主
な
も
の
は
船
場
及
び
船
溜
設
備
，

M

三

万

円

(

一
 

.

一
一
六
件

)

、'

水
産
i

売

設

備

..
'

一一一 

万
田

(

一0

一
 

件)

、
，
.
水

産

物養
殖 

.

設

備

,
一 

七
万
円
：(

九
ん
件
>
 

で
あ
る
。

又
農
村
振
興
費
か
ら
共
同
施
設 

奨
励
#

と
.
.ゆ
別
淦
に
'

小
漁
港
設
備
助
成
金
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。，

?

)
：：

漁
業
組
合
機
能
拡
張
は
既
に
大
正
末
期
か
ら
大
日
本
水
産
会
、
帝
国 

水
産
会
等
で
と
り

.
あ
げ
ら
れ
て

.

」

お
り
、

大

正

一

五

年

の

r

佥
国
水
商
大 

.会」

に
お
い
て
は
大
日
本
水
産
会
ょ
り

「
：

漁
業
粗
合
ノ
漁
業
経
営
ヲ
：認
メ

. 

:

且
ツ
其
ノ
'
経
済
ノ
発
達
ヲ
促
.カ
ス
ベ
キ
共
同
施
設
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
ス
ル
コ 

ト」
「

漁
業
組
合
員
ノ
出
資
ヲ
認
メ
ル
コ
ト

」
「

漁
業
組
合
'ノ
聯
合
会
ヲ
認 

.

メ
ル
コ
ト

」

等
の
議
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
又
昭
和
七
年
の

「

漁
村
救 

済
緊
急
，対
策
第
六
、
激
業
組
合
ニ
関
ス
ル
事
項

」

で
は
ほ
ぼ
漁
業
法
改
正
の 

骨
子
が
.
示
さ
れ
で
い
る
。
：
即
ち

' 

•

.「

一
、
漁
業
法

.9,

改
正
シ
漁
業
組
合
ノ
機
能
ヲ
充
実
シ
自
カ
觅
生
ニ
'便
ナ

ラ
シ
メ
-
タ
シ
.
o

㈠

漁
業
粗
合
-
出
資
制
度
ヲ
設
ケ
ル
コ
ト

㈡

漁
業
粗
合
ノ
目
的
ヲ
拡
張
シ
経
済
-
関

ス
ル
共
同
施
設
ヲ
モ
行
フ

'

.■

.

コ
ト
ヲ
得
セ

.

.シ

.

A

.ル

.
コ
ト
.一
..

ベ.
,

0

漁
業

組
合
中
央
会
ヲ
#]

設
シ
以

テ
漁
業

組
合
活
動
ノ
助
長
ノ
統
制

.

.

.
:
:
.
.

—.
当
ラ
.
'ゾ
ム
'

ル
コ
.ト
.
.
.
.
.
.
.
.
>
.

■ 

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

:

:
ー 一、

漁
業
組
合
指
導
助
成
ノ
施
設
？
行
ハ
レ
タ
シ

」

-

.

. 

, 

• 

.

九
一
.

(

三
七
■
七

)

何」
(

昭
和
ニ
年

(

2

)

.

徳
久
三
輝

「

農
漁
村
.の
振
興
に
重
大
の
関
係
を
有
す
る
水
産
増
，殖

」 

.

(「

水
産
界」

大
茈
一
五
年

一

月
.

五
一
一
一
S

山
中
巌「

斯
界
の
現
状
に
呼
号
.

し
た
い
数
々」

.(

同
上)


